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■図Ⅳ- 　色彩基準による使用可能色（住宅地）

青枠内　　　　…基本色
青枠外で黄枠内…強調色
黄枠外 …アクセント色
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■図Ⅳ- 　色彩基準による使用可能色（住工混在地・商業地）

青枠内　　　　…基本色
青枠外で黄枠内…強調色
黄枠外 …アクセント色



注）反射性の高いガラスについては、上記の色彩基準の対象外とします。

■表Ⅳ-�� 使用可能色

4以上8.5未満の場合
0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

8.5以上の場合 1.5以下

4以上8.5未満の場合 4以下

8.5以上の場合 2以下

1.5以下

0 R～ 5 Y

その他

6以下

2以下

屋根色 6以下
5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

2以下

基準の適用部分 色相 明度 彩度

4以上の場合

外壁基本色

強調色

（�）特定区域：目黒川沿川の色彩基準
目黒川沿いは、現状の落ち着いた色使いを基調とし、以下の点に配慮した基準を設定します。

ア．色彩基準の考え方

（ア）現状の落ち着いた色使いを基調とする

・桜並木等と調和している現在の無彩色や暖色系（ベージュ～茶）が基調の色使いを尊重しま

す。中目黒公園以南においてはブルーグレー系なども混じる街並みとなっていますが、青系

等を用いるときは周囲の街並み景観に十分に配慮します。

（イ）川に向かって表情の豊かな街並みをつくる

・川に面する低層部では長く続く単調な壁面をつくらないよう色使いの面からも配慮します。

低層部にアクセントカラーを用いることは可能ですが、できるだけ建築物外壁でなく庇、扉

や建具、広告物等に配色するようにします。

（ウ）大小の建築物が混じる街並みを考慮する

・大規模な施設や高層ビルと中小の建築物が混じる街並みになっており、川から見通しのきく

ところも多くなっています。川沿いの大部分の区間は高度地区※による絶対高さが17～20m

であることから、そのラインを意識して街並みを整えていくための配色とします。

  イ.色彩基準

（ア）高さによる基準設定

・高層の建築物では川に面するまわりの建築物の軒線ラインや、高さ17～20mのラインを意識

した色使いとし、それを超える高さの部分は、中層部までよりさらに低彩度、高明度の色と

なるようにします。

・強調色は原則として高さ20mをこえる部分には用いてはいけません。
・屋根色は高さ20m以下の屋根、軒部分においても使用を可能とします。

5.色彩に関する景観基準
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■図Ⅳ-��　色彩基準による使用可能色（目黒川沿川）

青枠内　　　　…基本色
青枠外で黄枠内…強調色
黄枠外 …アクセント色

※ 目黒川沿川の高さ２０ｍ超は原則基本色のみ



3以上8.5未満の場合

外壁基本色

強調色

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

8.5以上の場合 1.5以下

3以上8.5未満の場合 6以下

8.5以上の場合 2以下

3以上8.5未満の場合 2以下

8.5以上の場合 1以下

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

6以下

2以下

基準の適用部分 色相 明度 彩度

■表Ⅳ-47 使用可能色

外壁基本色の
使用可能範囲

外壁強調色の
使用可能範囲

凡例

■図Ⅳ-��　低層部と中高層部の色彩基準の考え方

商業地よりも明度の
下限が高い色彩基準

商業地よりも、低い明度を
認める色彩基準高さ10m

■図Ⅳ-��　色彩基準による使用可能色（山手通り沿道低層部）（�）特定区域：山手通り沿道の色彩基準

ア. 色彩基準の考え方

・山手通りは、低層部に商業施設があり、中高層部が業務施設や住宅となっている建物が大部

分を占めています。

・歩行者から見える街並み景観は、低層部の用途と色彩に大きく左右されており、一方車等か

ら見える街並み景観は、中層部の形態、意匠、色彩に左右されています。

・上記のことから、低層部（高さ10ｍまで）と中層部以上については、色彩基準を分けます。

（ア）低層部

・黒っぽい色彩の商業施設も見られることから、低い明度の色について、使用することを可能

とします。

（イ）中高層部

・中高層部は住宅系用途が多く、それらが連続した街並みを形成しつつあることを踏まえて、

比較的落ち着いた白っぽい色彩で統一することを目指し、商業地の基準よりも彩度の上限を

下げ、明度の下限を高くします。

イ. 色彩基準

①低層部（高さ10ｍ以下の部分）

5.色彩に関する景観基準
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注）反射性の高いガラスや金属素材で無塗色のものについては、上記の色彩基準の対象外とします。

5以上8.5未満の場合

外壁基本色

強調色

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

3以下

8.5以上の場合 1.5以下

5以上8.5未満の場合 5以下

8.5以上の場合 2以下

5以上8.5未満の場合 1.5以下

8.5以上の場合 1以下

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

6以下

2以下

基準の適用部分 色相 明度 彩度

■表Ⅳ-�� 使用可能色

山手通り（中目黒付近） 山手通り（大鳥陸橋付近）

②中高層部（高さ10ｍを超える部分）

5.色彩に関する景観基準
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■図Ⅳ-��　色彩基準による使用可能色（山手通り沿道中高層部）

青枠内　　　　…基本色
青枠外で黄枠内…強調色
黄枠外 …アクセント色高さ１０ｍ超



外壁基本色の
使用可能範囲

外壁強調色の
使用可能範囲

凡例

■図Ⅳ-35　色彩基準による使用可能色（目黒通り沿道低層部）（6）特定区域：目黒通り沿道の色彩基準

ア．色彩基準の考え方

・目黒通り沿道には、用途地域によって土地利用が異なるものの、低層部に商業施設があり、

中層部が住宅や業務施設となっている建築物が大部分を占めています。

・歩行者から見える街並み景観は、低層部の用途と色彩に大きく左右されており、一方車等か

ら見える街並み景観は、中層部の形態、意匠、色彩に左右されています。　

・上記のことから、低層部（高さ10mまで）と中層部以上については、色彩基準を分けて設定

します。

（ア）低層部

・目黒通りの特徴となっている石垣の色彩の調和を可能とするため、低い明度の色について、

使用することを可能とします。

（イ）中高層部

・中高層部の色彩基準は、用途地域に対応し、住宅地及び住工混在地・商業地の色彩基準に準

じたものとします。

イ．色彩基準

（ア）低層部

2以上8.5未満の場合

外壁基本色

強調色

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

8.5以上の場合 1.5以下

2以上8.5未満の場合 6以下

8.5以上の場合 2以下

2以上8.5未満の場合 2以下

8.5以上の場合 1以下

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

6以下

2以下

基準の適用部分 色相 明度 彩度

注）目黒通り沿道の石垣と色彩の調和を図るため明度の下限を広げて設定。

■表Ⅳ-�� 使用可能色
①住宅地・住工混在地・商業地（高さ10ｍ以下の部分）
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5.色彩に関する景観基準

青枠内　　　　…基本色
青枠外で黄枠内…強調色
黄枠外 …アクセント色高さ１０ｍ以下

※ 目黒通り沿道高さ１０ｍ超は用途に対応した基本基準の色彩基準に準じます（景観「届出の手引き」P.7下部表参照）
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